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電気事業法施行規則第１１５条第１項第１０号の解釈について 

 

 

経済産業省原子力安全・保安院 

ＮＩＳＡ－２３４ｃ－０４－１４ 

 

原子力安全・保安院は、電気事業法施行規則第１１５条第１項第１０号の解釈について、登

録安全管理審査機関に対し、安全管理審査の公正な実施のため、以下のとおり通知することと

する。 

 

記 

 

電気事業法第５２条第１項の溶接事業者検査の実施に係る体制について審査を行う登録安全

管理審査機関が、ＩＳＯ／ＩＥＣガイド６２（ＪＩＳ Ｚ ９３６２）又はＩＳＯ／ＩＥＣガ

イド６５（ＪＩＳ Ｑ ００６５）に基づく第三者認証機関（民間製品認証機関）としての認

定をＩＳＯ／ＩＥＣガイド６１（ＪＩＳ Ｚ ９３６１）の要求事項に従った認定機関から取

得して電気工作物の溶接部に関する製品認証を行う場合にあっては、同法第７３条第２項に基

づく電気事業法施行規則第１１５条第１項第１０号で定める審査の業務に関し必要な事項とし

て以下の事項を含めるものとする。 

 

１．両機関としての活動を人事面、情報面などにおいて明確に区分するための事項 

２．審査／認証プロセスの結果や守秘性、客観性又は公平性に影響を生じないような運営管理

に関し必要な事項 

 

 


